
 

 

姶良・伊佐地域道路啓開推進協議会 規約 
 

 

（名 称） 

第１条 鹿児島県道路啓開等協議会 規約第４条第６項において，別途定めることとしている事

項を次のとおり定めることとし，「姶良・伊佐地域道路啓開推進協議会」（以下「協議会」

という。）を組織する。 

 

（目 的） 

第２条 協議会は，姶良・伊佐地域振興局管内において，大規模地震や津波発生時における，初

動対応を円滑かつ確実に実施できるよう，関係機関との認識の共有及び連携強化を図るこ

とを目的とする。 

 

（協議事項） 

第３条 協議会は，前条の目的を達成するため，次の事項について協議を行うものとする。 
（１）通常時の道路啓開計画の策定等の協議，連絡調整，訓練等に関すること。 

（２）災害時の官民の情報共有（連絡体制，資機材等の確保）に関すること。 

（３）その他，協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

 

（協議会の構成） 

第４条 協議会は，別紙に掲げる者をもって構成する。 

   ２ 協議会には，会長を置くものとし，会長は姶良・伊佐地域振興局建設部長をもって充て

る。 

 

（事務局） 

第５条 協議会の事務局は，姶良・伊佐地域振興局建設部に置く。 

 

（会議） 

第６条 協議会は，毎年１回，会長が招集し開催する。ただし，必要に応じて臨時会を招集する

ことができる。 

２ 会長は，必要に応じて委員以外の者の出席を求め，意見を聴くことができる。  

３ 会長は，会議の議長となる。 

 

（規約の改正） 

第７条 この規約は，必要に応じて改正でき，委員の承認をもって適用される。 

 

（その他） 

第８条 この規約に定めのない事項及び疑義のある事項については，協議会で協議の上，これを

定める。 

 

 

（付則） 

この規約は，令和７年 11月 27 日から施行する。 

  



 

別紙 
 

姶良・伊佐地域道路啓開推進協議会 

役職 所属 職 

会長 鹿児島県姶良・伊佐地域振興局建設部 部長 

委員 国土交通省鹿児島国道事務所 管理第二課長 

委員 鹿児島県姶良・伊佐地域振興局建設部 建設総務課長 

委員 鹿児島県姶良・伊佐地域振興局建設部 土木建築課長 

委員 鹿児島県姶良・伊佐地域振興局建設部土木建築課伊佐市駐在 参事 

委員 西日本高速道路株式会社 九州支社 鹿児島高速道路事務所 統括課長 

委員 霧島市 建設施設管理課長 

委員 姶良市 建設課長 

委員 伊佐市 建設課長 

委員 湧水町 建設課長 

委員 鹿児島県土木部道路維持課 技術補佐 

委員 鹿児島県姶良・伊佐地域振興局総務企画部  総務企画課長 

委員 鹿児島県危機管理防災局災害対策課  課長補佐 

委員 霧島警察署 交通課長 

委員 姶良警察署 交通課長 

委員 伊佐湧水警察署 交通課長 

委員 高速道路交通警察隊 副隊長 

委員 九州電力送配電（株）霧島配電事業所 所長 

委員 ＮＴＴ西日本 鹿児島支店 災害対策担当課長 

委員 鹿児島県建設業協会加治木支部 支部長 

委員 鹿児島県建設業協会栗野支部 支部長 

委員 鹿児島県建設業協会大口支部 支部長 

委員 鹿児島県舗装協会（大口・栗野・加治木ブロック） 技術改善委員 

委員 （公社）鹿児島県測量設計業協会 理事 

委員 （一社）日本自動車連盟鹿児島支部 ロードサービス隊長 

委員 （一社）ジャパンレッカー事業協力会 専務理事 

 

【事務局】 

所属 

鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局建設部 
 


